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神奈川県 特定個人情報保護評価 実施要綱 

 

（目的）  

第１条 この要綱は、本県が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号。以下「番号利用法」という。）及び特定

個人情報保護評価に関する規則（平成 26 年特定個人情報保護委員会規則第１号。以

下「規則」という。）に基づき特定個人情報保護評価を実施する際の手続について必

要な事項を定め、特定個人情報ファイルの安全かつ適正な取扱いを図ることを目的

とする。  

 

（実施機関）  

第２条 この要綱は、次に掲げる機関に適用するものとする。  

知事、議会、公営企業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査 

委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会及

び内水面漁場管理委員会並びに県が設立した地方独立行政法人 

 

（定義）  

第３条 この要綱において使用する用語は、番号利用法、規則及び特定個人情報保護

評価指針（平成 26 年 4 月 20 日 特定個人情報保護委員会作成。以下「指針」とい

う。）において使用する用語の例による。  

 

（基礎項目評価書の提出）  

第４条 個人番号利用事務又は個人番号関係事務を所管する所属（以下「番号利用所

属」という。）の長は、特定個人情報ファイル（専ら当該実施機関の職員又は職員で

あった者の人事・給与又は福利厚生に関する事項を記録するもの、対象人数が 1,000

人未満のもの及び電子計算機を用いて検索することができないものを除く。）を保有

しようとするときは、特定個人情報ファイルを保有しようとする日（システム用フ

ァイルを保有しようとする場合にあっては、システムの要件定義の終了する日）の

90 日前までに、基礎項目評価書（様式２）を情報公開広聴課長へ提出するものとす

る。  

 

（しきい値判断）  

第５条 情報公開広聴課長は、基礎項目評価書の提出を受けた時には規則及び指針に

定める基準に基づき作成すべき特定個人情報保護評価書（以下「評価書」という。）

を決定し、その結果を番号利用所属の長に速やかに通知するものとする。  

２ 番号利用所属の長は、前項の規定により全項目評価書（様式４）又は重点項目評

価書（様式３）を作成するよう通知を受けた場合には、指針に基づき、速やかに指

定された評価書を作成するものとする。  
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（県民意見の聴取）  

第６条 番号利用所属の長は、前条第２項に基づき全項目評価書（様式４）又は重点

項目評価書（様式３）を作成するよう通知を受けた場合には、指定された評価書の

案を作成した上で、かながわ県民意見反映手続要綱（平成 13 年 3 月 12 日付 県民部

長通知）に則り、又はこれに準じて、県民意見聴取手続を実施するものとする。 

２ 県民意見の聴取にあたっては、番号利用所属の長は、同要綱第 11 条第１項に規定

する政策局政策部長への報告を行う際に、併せて当該報告の写しを情報公開広聴課

長へ提出するものとする。 

３ 番号利用所属の長は、得られた県民意見を充分考慮して必要な見直しを行った評

価書の案を情報公開広聴課長へ送付するものとする。  

 

（第三者点検等）  

第７条 全項目評価書（様式４）を作成する番号利用所属の長は、前条第３項に規定

する評価書の案について、神奈川県情報公開・個人情報保護審議会（以下「審議会」

という。）に諮問し、同審議会の意見を聴くものとする。  

２ 重点項目評価書（様式３）を作成する番号利用所属の長は、前条第３項に規定す

る評価書の案について審議会に報告し、同審議会の意見を聴くものとする。  

３ 情報公開広聴課長は、基礎項目評価書（様式２）について審議会に報告するもの

とする。  

 

（評価書の公表等）  

第８条 前条第１項及び第２項に規定する手続を実施したときは、番号利用所属の長

は必要に応じて評価書を見直した後、個人情報保護委員会（以下「委員会」という。）

へ提出すべき評価書を情報公開広聴課長へ送付するものとする。  

２ 情報公開広聴課長は、評価書を委員会に提出するとともに、特定個人情報保護評

価計画管理書（様式１）の作成・更新及び委員会への提出を行うものとする。  

３ 評価書は、委員会への提出後速やかに公表するものとする。  

４ 前項の規定による評価書の公表は、番号利用所属及び情報公開広聴課における評

価書の備え付け及び、番号利用所属のホームページへの登載によるものとする。  

なお、情報公開広聴課長は、公表中の評価書の一覧を作成し、情報公開広聴課の

所属ホームページに登載するとともに、番号利用所属が所属ホームページで公表し

ている評価書にリンクさせるものとする。  

 

（個人番号利用事務等の廃止）  

第９条 番号利用所属の長は、個人番号利用事務又は個人番号関係事務を廃止した時

は、その旨を速やかに情報公開広聴課長へ報告するとともに、評価書に、その旨を

追記するものとする。  

２ 情報公開広聴課長は、前項の規定により報告を受けた場合には、その旨を委員会

へ報告するものとする。  



3 
 

３ 第１項の規定により事務廃止の旨を追記した評価書は、事務を廃止した日から 3

年を経過する日まで公表を継続するものとする。  

 

（特定個人情報ファイルの変更）  

第 10 条 番号利用所属の長は、保有する特定個人情報ファイルに指針第６  ２(2)に規

定する「重要な変更」を加えようとする時は、当該変更を加える日の 90 日前までに

変更しようとする部分を明示した評価書の案を情報公開広聴課長へ送付し、改めて

特定個人情報保護評価を実施するものとする。  

  ただし、災害発生時の対応等、特定個人情報保護評価を事前に実施できない場合

にあっては、特定個人情報ファイルの取扱いの変更後、速やかに特定個人情報保護

評価を実施するものとする。  

 

（評価書の見直し）  

第 11 条 番号利用所属の長は、随時評価書を見直すほか、毎年 4 月に記載内容の妥当

性について検証を行い、必要に応じて記載事項を変更するものとする。  

２ 番号利用所属の長は、前項の規定により評価書の記載事項を変更した場合には、

変更後の評価書を情報公開広聴課長へ送付するものとする。  

３ 情報公開広聴課長は、前項の規定により評価書の送付を受けた場合において、対

象人数又は取扱者数の増加により、作成すべき評価書の種類が変更となる場合には、

その旨を速やかに番号利用所属の長に通知するものとし、通知を受けた番号利用所

属の長は、改めて特定個人情報保護評価を実施するものとする。  

４ 情報公開広聴課長は、評価実施機関において特定個人情報に係る重大事故が発生

し、公表中の評価書の種類を変更する必要が生じた場合には、その旨を速やかに関

係する番号利用所属の長に通知するものとし、通知を受けた番号利用所属の長は、

改めて特定個人情報保護評価を実施するものとする。  

 

（５年毎の再評価）  

第 12 条 番号利用所属の長は、5 年毎に特定個人情報保護評価を改めて実施するもの

とする。  

２ 前項に規定する再評価を実施するため、番号利用所属の長は直近の評価書公表の

日から４年を経過した後の最初の 4 月 30 日までに情報公開広聴課長へ基礎項目評価

書を提出するものとする。 

３ 第１項の規定に基づき新たに作成する評価書が従前の評価書と同種であり、かつ、

従前の評価書と比較して指針第６  ２ (2)に規定する「重要な変更」に相当する相違

点がない場合には、重点項目評価の再実施に当たっては第６条の規定を適用しない

こととし、当該評価書については情報公開広聴課長が審議会に報告を行うものとす

る。  

  また、全項目評価の再実施に当たっては、番号利用所属の長は県民意見聴取後の

評価書について審議会に報告し、同審議会の意見を聴くものとする。  



4 
 

４ 第１項の規定に基づき新たに作成する評価書が前項の規定に該当しない場合には、 

 本要綱に定める原則どおりに手続を実施するものとする。  

 

附 則    

（施行期日）  

１ この要綱は、平成 26 年 12 月 11 日から施行する。  

（経過措置）  

２ この要綱の施行の際、現に特定個人情報保護評価の実施対象となるシステム用フ

ァイルを保有するためのシステム開発のプログラミングに着手している場合には、

第４条中「システムの要件定義の終了する日」を「特定個人情報ファイルを保有す

るとき」に読み替えるものとする。  

   附 則  

 この要綱は、平成 28 年１月１日から施行する。  

   附 則  

 この要綱は、平成 28 年４月１日から施行する。  

 附 則  

 この要綱は、平成 30 年４月１日から施行する。  

 

 

 

※ 様式１～様式４は、国の個人情報保護委員会が定める様式であるため省略した。  

                     （様式１の一部）  

 


